
令和８年度 体験型観光推進事業補助金【概要資料】

◆補助対象事業

➢ 体験型事業の新規開発事業

市内で新たに体験型事業を実施する法人及び
個人事業主が旅行客・宿泊客・市民が体験し
たくなる興味深い体験型事業を新規開発する
ための事業

➢ 体験型事業の改良事業

市内に体験型事業の活動拠点を有する法人及
び個人事業主が旅行客・宿泊客・市民が体験
したくなる興味深い体験型事業を改良するた
めの事業

➢ 海外個人旅行対応モニター事業

外国人モニター等を活用し、海外個人旅行客
に対応する体験型事業の調査及び評価並びに
海外へ観光情報を発信するための事業

補助対象

この事業は、民間事業者が行う
体験型事業の新規開発や改良、
外国人モニターを活用した調査

及び評価などに対し補助を行い、
市内への観光客の誘客と滞在時
間の拡大を図ることを目的とし、
地域住民にも愛される体験型事
業・アクティビティを創出して
いくものです。

事業イメージ

補助

補助対象経費（内容：物品費、機械装置費、
材料費、外注費、委託費）の

３分の２以内（上限２０万円）

補助金の額 花巻市商工観光部観光課

〒025-8601花巻市花城町9-30
電話：0198-41-3542 FAX：24-0259
ﾒｰﾙ：kanko@city.hanamaki.iwate.jp

問合せ・申請先

関係様式は市公式HPからもDLできます。
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kanko/oshira
se/1021104.html

４．交付決定

内容の確認を
行ったのち、
交付が決定し
た際は交付決
定通知書（様
式第２号）を
お送りします。

申請

申請方法【受付期間：令和８年４月３日(金)～令和９年1月２９日(金)まで】

１．応募

応募書類
様式
• 提案書
• 別紙
• 参考資料
を申請先ま
でご提出く
ださい。

５．実績報告
補助対象事業の完了の日から
起算して30日を経過した日
もしくは実施年度の３/15の
いずれか早い日までに
• 実績報告書(様式第５号)
• 添付書類
をご提出ください。

新規開発

改良

海外個人旅行対応
モニターツアー

市内で体験型事業を実施
する法人及び個人事業主

これらが行う体験型事業の

・観光客の誘客
・滞在時間の拡大

採
択
審
査

３．申請

• 交付申請書
(様式第１号)
• 添付書類
をご提出くだ
さい。

【添付書類】※下記の内容を任意様式にまとめてい
ただいても問題ありません。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業の経費のうち補助金によって賄われる
部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業の効果
(5) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項

事
業
実
施

事業実施前に支払
いを受けたい場合
は、概算払請求が
できます。

２．採択

審査委員会で
審査を行い、
採択が決定し
た際は採択通
知書をお送り
します。

※ご注意
この時点ではまだ
事業実施は
できません。

補助事業者は、事
業完了後も最大2年
間、事業実施効果

報告書をご提出い
ただきます。

６．支払い請求

• 交付請求書(様式
第６号)

• 債権者登録申請
書(※これまでに「花
巻市会計管理者」から
の支払いを受けたこと
がない場合のみ)

をご提出ください。


	スライド 1

